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                               要望書 
 
新潟�県議会議長 
小川 和雄  様 
                                            みんなで決める会 
                                           「原発」新潟�県民投票を成功させよう! 
                                                     新潟�市川岸町 2-4-6 コーポ川岸 B-202 
                                                     電話番号  025 211 4848  
                                                     共同代表  橋本桂子  斉藤竹規 
 
この度、「原発新潟�県民投票を成功させよう! みんなで決める会」が提出いたし 
ました『東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に関する新潟�県民投票条例』の 
新潟�県議会でのご審議にあたり、下記の内容を要望として提出致します。 
要望の主旨といたしまして、慣例に沿わない部分もございますが、ご審議戴く 	 
内容が、全県民の命と安全な暮らしに関わる、新潟�県全体にとって重要な案件 	 
であることを鑑みて、議会に於いて熟慮・熟議が尽くされることを望みます。 	 
ご検討戴けますよう、心よりお願い申し上げます。 
 

記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 

◎請求代表者の意見陳述について。 	 
 	  	 請求代表者が意見を述べる時間を、少しでも長くとって戴きたい。 	 
 	 
◎請求代表者への質疑について 	 
 	  	 請求代表者への質疑の時間を設けて戴けるよう望みます。 	  	 
◎関係人及び、参考人の招致について 	 
 	  	 関係人及び、参考人を招致し、質疑の時間を設けて戴けるよう望みます。 	 
 	 
◎審議日程について 	 
 	  	 議会が熟議の場となるよう、日程について充分なご配慮をお願い致します。 	  	 
◎県議の皆さまの質疑等について 	 
 	  	 少数会派及び無所属の県議の皆さまも、たとえ少数派であったとしても県民によって 	 
 	  	 選挙で信任された県議であることに変わりはありません。少数会派及び無所属の県議 	 
 	  	 の皆さまにも充分に意見を述べる時間を用意してくださいますようお願い致します。 	  	 
◎党議拘束について 	 
 	  	 県議のみなさまには、審議の場としての議会を尊重するため、個々の理念と信念に基 	 
 	  	 づいて充分に議論を尽くした上で採決に臨んで戴きたく、党議拘束をかけないことを 	 
 	  	 望みます。 	  	 
◎採決に際しての要望 	 
 	  	 各党会派の県議の皆さまからは、採決に際しては、ただ「可・否」のみだけでなく 	 
 	  	 採決理由を含む充分な意見表明をして戴けるよう望みます。 	  	 
 	  	 採決方法は「無記名投票」によることの無いようにお願いします。 	 
 	  	 採決に於いては、個々の議員のみなさまの、それぞれの態度表明を明確なかたちで 	 
 	  	 県民に示されることを望みます。 	 


